
平成13年11月15日

月15日から実施することとしたから、運用上誤りのないようにされたい。

ZB第11号証の1

通達甲（交・執、執1）第16号

存 統 期 間

関係所属長殿

交通部長
道路交通法違反指導取締り基準の制定について

このたび、別添のとおり、道路交通法違反指導取締り基準を制定し、平成13年11

おって、交通違反指導取締基準の制定について（平成11年7月1日通達甲（交、執
執1）第11号）は、廃止する。



第2第1に定めるもののほか、茨のいずれかに該当する行為についても、直ちに

るものとする。

別添

道路交通法違反指導取締り基準

第1 道路交通法違反行為の指導取締りに当たり、別表の「違反（反則）行為の種
類」欄に掲げる行為ごとに、それぞれ同表の「違反の態様」欄に定める態様に該
当するものについては、直ちに検挙（告知）を行わず、指導告の対象とする。

検挙（告知）・を行わず、指導管告の対象とする。

第3第1及び第2にかかわらず、次のいずれかに該当する行為は検挙（告知）す



4.1、119・1（1）

119・1（1）

119・

7.4・1、119・I

8.1、4・1、

別表

違反（反則）行為の種類
違反（反則）事

暼察官現場指示
違反
混雑緩和の措置
命令違反

謷察官通行禁止
制限違反

信号無視
（赤色等）

響察官の現場指示に従わない

皆察官の混雑緩和措置に従わない
6・I、 120・1（1）

普察官のする通行の禁止場所通行
6・IV、

・言号機
・手（村火）信号
・信号機と異なる 無視
手（灯火）信号
7.4.1、6・II （1の2）

信号無視
（点滅）

信号機（点滅）無視

（1の2）

赤点滅

黄点滅

通行禁止違反

通行許可条件違
反

歩行者用道路徐
行違反
通行区分違反

禁止場所～右折、左折、直進
8. 1、4.1、 119・1（1の2）

一方通行違反
119・1（1の2）

通行禁止場所通行
8・1、4・1, 119・1（1の2）

署長の付した条件違反
8.V、4・1、121.・ 1（1の2）

歩行者用道路徐行違反
9. 4・1、119・1（1の2）

歩道（路側帯）通行
17・1、119・1（2の2）

違反の 態様項

赤色
（赤色相当）

黄色
（黄色相当）



2）

20・1本文、4・1、1.20・I
（3）

20・ 1但書、4・1、120.1
（3）

歩道（路側帯）横断（通行）条件違反
17・I、119・1（2の2）

自転車道通行
17・II、119・1（2の2）

右側通行
17.IV. 119・1（2の2）

歩行者側方安全
間隔不保持

通行帯違反

安全地帯進入
17・VI、 119・1（2の2）

通行不供用部分進入
17・VI、 4.1、119・1（2の

歩行者の側方を安全間隔を保たず、又は徐行しないで通過
18・II、 119・1（2の2）

法定通行帯外通行

三以上通行帯道路で最右側通行帯通行

指定通行帯外通行



20・I、120・1（3）

20の2・1、4.1.120・1
（3）

20の2・1、4.1.120・1
（3）

21・1、121・1（5）

21. I、121・1（5）

21・II、121・1（5）

118・1（2）

24、119・1（1の3）

25・1、121.1 （5）

25・I、121.1 （5）

25・II、120・1（2）

25の2・1、119・1（2の2）

25の2・I、120.1 （4）

26、120. 1（2）

26の2・I、120・1（2）

路線バス等優先
通行帯違反

軌道敷内違反

速度超過

急ブレーキ禁止
違反
道路外出右左折
方法違反

道路外出右左折
合図車妨害

法定横断等禁止
違反

指定横断等禁止
違反
車間距離不保持

20・I、 4.1、120・1（3）
直近右側以外の通行帯追越し通行

交通混雑時に路線バス等優先通行帯通行

路線バス等優先通行帯通行中路線バス等の
運転支障

軌道敷内通行

軌道敷内通行中路面電車の通行妨害

軌道敷内通行中路面電車の運行支障

最高速度（法定、指定）超過
22.1、II、

急ブレーキ禁止違反

道路外に出るための左折方法違反

道路外に出るための右折方法違反

道路外に出るための右左折合図車妨害

道路外の施設に出入りするための右左折禁
止違反
25の2・I、119・1（2の2）

法定横断、転回、後退禁止違反

指定禁止場所で横断、転回、後退

前車との距離不保持

進路変更禁止違
反

後車があるときの進路変更禁止違反

指定通行帯進路変更禁止違反
26の2・II、120°1 （3）

追いつかれた車追いつかれた車両の加速



27.1. 120・1（2）

29.119・1（2の2）

30、4・1、 1 19:1 （2）

31.119・1 （2の2）

31の2、120・1（2）

32、120・1（2）

33.1,119・1（2）

33・II、 119・1（2）

34・1、121・1（5）

34・IV、121・1（5）

両の義務違反

追越し違反

追いつかれた車両の不避譲
27・II、120・1（2）

車両の左側追越し
28・I、119・1（2の2）

右折しようとする車の右側追越し
2.8・ I、 119・1（2の2）

路面電車の右側追越し
2 8・I、119・1（2の2）

追越し条件違反
28・I、119・1（2の2）

二重追越し開始

禁止場所における追越しのための進路変
更、前車側方通過

路面電車後方不
停止
乗合自動車発進
妨害
割込み等

踏切不停止等

路面電車後方不停止等

乗合自動車発進時の進路変更妨害

割込み、横切り

踏切不停止、安全不確認

しゃ断踏切立入
り

交差点右左折方
法違反

しゃ断中等の踏切立入り

左折の方法違反

右折の方法違反
34・I、121・1（5）

一方通行路における右折の方法違反

左側端に寄らない

徐行しない準売の週に沿わない♪右折（原付）



34. V. 4.1、121.1（5）

35.1.4.1、120・1（3）

36・1（1）、120・1（2）

36・1（2）、120・1（2）

37、120・1（2）

38・1前段、119・1（2）

38・II、119・1（2）

38・II、119・1（2）

40.1、120・1（2）

40・I、120・1（2）

交差点右左折等
合図車妨害

指定通行区分違
反

交差点優先車妨
害

優先道路通行車
妨害等

交差点安全進行
義務違反

横断歩行者通行
妨害等

右左折合図車の進路変更妨害
34・V、120・1（2）

指定通行帯に入るための進路変更合図車両
の進路変更妨害
35. I、34・V、120・1（2）

進行方向別指定通行区分に従わない通行帯
通行

車両の交差点における左方車両及び路面電
車の進行妨害

路面電車の交差点における左方路面電車の
進行妨害

右折の際の直進車、左折車の進行妨害

交差点における優先道路、広路通行車両の
進行妨害
36・I、119・1（2の2）

交差点における優先道路、広路に入る場合
に徐行しない
36・I、 119・1（2の2）

交差点安全進行義務違反
36・I、119・1（2の2）

横断歩道等接近時の安全速度違反

横断歩道等横断歩行者等の優先妨害
38・1後段、119・1（2）

横断歩道等で停止車両等の側方通過一時不
停止

横断歩道及びその手前30m以内での追抜
き

緊急車妨害等

横断歩道のない交差点等での歩行者妨害
38の2、119・1（2の2）

緊急自動車接近時の一時不停止

緊急自動車接近時の不避譲



41の2・1、120・1（2）

41の2・I、120・1（2）

42、4.1、119・1（2）

43前段、4・I、119・1（2）

43後段、119・1（2）

44、4・1. 119の2・1（1）

49の2・II、 4.1.44、119の
（1）

75の8・1、 119の2・1（4）

45・1.4.1、119の2・I
（1）

47. 1、119の2・1（2）

（2）

48.4.1、119の2・I（1）

（1）

44、4・1、119の3・1（1）

49の2・II、4. 1、44.119の
（1）

徐行場所違反

指定場所一時不
停止等

放置駐車違反
（駐停車禁止場
所等）

放置駐車違反
（駐車禁止場所
等）

駐停車違反
（駐停車禁止場
所等）

消防用車両接近時の一時停止

消防用車両接近時の通行妨害・

徐行場所（法定・指定）で徐行しない

指定場所一時不停止

交差道路通行車両等の進行妨害

禁止場所放置

時間制限駐車区間における指定部分に従わ
ないで駐車枠外である交差点等に放置

2・I

高速道路等放置

禁止場所放置

無余地場所放置
45・II、4・1、119の2・I
（1）

左側端に沿わず交通妨害を生じている放置

路側帯設置場所における法定方法に従わな
い又は交通妨害を生じている放置
47.I、4・1.119の2・I

指定方法に従わない放置

時間制限駐車区間における指定部分・方法
に従わない放置
49の2・II、4.1.119の2・I

禁止場所駐車・停車違反

時間制限駐車区間における指定部分に従わ
ないで駐車枠外である交差点等に駐車

3・I



75の8・I、119の3・1（4）

（1）

45 ・ 1, 4.1.119の3・I
（1）

47.1、119の3・1（4）

47・I、119の3・1（4）

（4）

48.4・1、119の3・1（1）

49の2・I、4・1、119の3・I
（1）

・メーターを直ちに作動させない
49の2・1、4.1.119の3・I
（3）

・チケットの発給を直ちに受けない

（3）

50・1、120・1（5）

区画部分で停止することとなるおそれがあ

駐停車違反
（駐車禁止場所

等）

交差点等進入禁
止違反

高速道路等駐停車

禁止場所駐車
45・1、4.1、119の3・I

無余地場所駐車

左側端に沿わず交通妨害を生じている停車

左側端に沿わず交通妨害を生じている駐車

路側帯設置場所における法定方法に従わな
い又は交通妨害を生じている駐停車
47.. I、4.1.119の3・I

指定方法に従わない駐停車

時間制限駐車区間における時間超過違反
49の2・I、 4・1、119の3・I

時間制限駐車区間における指定部分・方法
に従わない駐車

時間制限駐車区間で駐車したがパーキング

時間制限駐車区間で駐車したがパーキング

49の2・IV、4.1. 119の3・I

時間制限駐車区間で駐車しパーキング・チ
ケットの発給を直ちに受けたが、前面の見
やすい箇所に掲示しない
4902・1.4.1.119の3・I

時間制限駐車区間で管察署長の指定した駐
車終了時刻を経過した駐車
49の2・V後段、4・1、119の3
・ I （1）

交差道路車両等の通行妨害となるおそれが
あるのに交差点進入

横断歩道、自転車横断帯、踏切、道路標示

るのに進入
50・I、4.1、120・1 （5）



51.V. 121.1（9）

52・1、120・1（5）

120・1（5）

53・1、120・1（8）

54.1 （1）、4.1、120・1

54.1（2）、4.1, 120・I
（8）

54・I、121・1（6）

55・1、120・1（10）

55・II、120・1（10）

57・1、119・1（3の2）

違法駐車標章破
損・汚損・取除
き

無灯火

違法駐車標章破損・汚損・取除き

前照灯の点灯義務違反

減光等義務違反

合図不履行

合図制限違反

謷音器吹鳴義務
違反

謷音器使用制限
違反
乗車・積載方法
違反

前照灯を除く灯火の点灯義務違反
52・I、

他の車両等と行き違い、直後進行時の減光
等義務違反

52 ・ I、.1 20・I（8）
右左折等の合図不履行

右左折等の終了後の合図継続、右左折等を
しないときの合図

53・I、120・1（8）

見通しのきかない場所での音器不吹鳴

指定区間での響音器不吹鳴

危険防止以外の著音器吹鳴

設備外乗車

積載牣重量制限
超過
積載物大きさ制
限超過

視野等妨害乗車・積載

積載牣重量制限超過
57・I、 118・ 1（2の2）

積載物大きさ制限超過



57.1、120・1（10の2）

58・II、121.1（8）

59.1、120・1（10）

59.. 1、120・1（10）

60、 121・I

62、
ハンドル

119・I（5）

積載方法制限超
過

積載方法制限超過
57・1、119・1（3の2）

定員外乗車

制限外許可条件
違反
牽引違反

定員外乗車

制限外乗車・積載許可条件違反

自動車の牽引方法違反

原付牽引違反

軽備不良
（制動装置等）
（尾灯等）

自動車の牽引台数等制限違反

原付牽引制限違反

整備不良車両の運転
（7）、都規11

制
動 ブレーキ



窓ガラス

尼

等

前照灯
車幅灯
尾灯
制動灯
後退灯
方向指示器
灯火の色等の制限
違反
窓ふき器
速度計
車わく車体
巻込・突入防止装
置
後部反射器
速度表示装置
後写鏡
直前障害鞠確認鏡
き音器
ばい煙等発散防止
装置
緩衝装置

運行記録計不備 運行記録計不良車運転



64. 118・1（1）

65・I、117の2（1）
酒気帯び運転
65・1、11

70、119・1（9）

71（1）、120・1（9）

71（2）
11982）14.01.1）.119

71（3）、119・1（9の2）

71（4）、120・1（9）

71（4の2）、120・1（9）

71（4の3）、120・1（9）

71（4の3）、 120・1（9）

71（5）、120・1（9）

無免許

酒酔い等

安全運転義務違
反

泥はね運転

幼児等通行妨害

安全地帯徐行違

転落等防止措置
義務違反

転落積載牣等危
険防止措置義務
違反
安全不確認ドア
開放等

停止措置義務違
反

63の2・1、121・I（9の2）
無免許運転

酒酔い運転

9・1（7の2）
安全運転義務違反

泥士、汚水飛散運転

児童、幼児、身体障害者等の通行妨害

通学通園バスの側方通過時の不徐行、安全
不確認
71（2の3）、119・1（9の2）

歩行者のいる安全地帯の側方で徐行しない

貨蚋等の転落等防止措置不履行

転落積載等危険防止措置義務違反

運転者の安全不確認、ドア開放、降車

同乗者による麦全不確認、ドア開放、降車
の防止措置義務違反

車両を離れる場合の措置義務



120・1（9）

71の2、121・1（6）

71の4・I、120・1（9）

71の4・1、120・】（9）

71の5・1、121.1 （9の3）

75の3、119・I

75の4、4・1、120・I（12）

75の5、119・1（2の2）

75の6・I、4.1.120・1
（2）

7 5の6・II、120・1（2）

75の7・1、121・1（5）

75の7・I、121・1（5）

75の8の2・II、120・1（3）

75の8の2・I、120・1（3）

初心運転者等保
護義務違反

携帯電話使用等

初心運転者等表示自動車の側方幅寄せ、進
路直前に進路変更
71（5の4）、

携帯電話使用等による交通の危険の発生
71（5の5）、119・1（9の3）

公安委員会遵守
事項違反

消音器不備

自動二輪車乗車
方法違反

初心運転者標識
表示義務違反
高速道路等通行
禁止違反

最低速度違反

本線車道横断等
禁止違反

本線車道通行車
妨害

本線車道緊急車
妨害

本線車道出入方
法違反

牽引自動車本線
車道通行帯違反

公安委員会の指定遵守事項不履行
71（6）、120.1（9）、都規8

音器不備（備え付けなし、切断、騒音低
減機構除去、排気口以外開口）

高速自動車国道等自動二輪車乗車方法違反

自動二輪車初心運転者乗車方法違反

初心運転者標識表示義務違反

普察官の通行禁止制限等違反
（12の3）

高速自動車国道本線車道（法定・指定）最
低速度違反

本線車道における横断・転回・後退

本線車道（指定本線車道を含む。）にある
自動車進行妨害

本線車道における緊急自動車出入時の通行
妨害

本線車道に入ろうとするとき加速車線を通
行しない

本線車道から出ようとするとき出口接続通
行帯（減速車線）を通行しない

指定本線車道通行帯外通行

法定本線車道通行帯外通行



75の10、119・1（12の4）

75の10、119・1（12の4）

75の11.1.120.1（12の
2）

（5）

91.101. II、 101の2・II、
1 0 2 07の4・II、119

（10）

71の3・I・II

71の3・IV

ヘルメット着用義務違反

直近右側以外の本線車道通行帯追越し通行
75の8の2・IV、120・I（3）

高速道路等運転
者遵守事項違反

故障車両表示義
務違反

無資格運転

仮免許運転違反

仮免許練習標識
表示義務違反
免許条件違反

免許証不携帯

燃料等の量についての点検・措置義務違反
による高速道路等における運転不能

貨物の積載状態についての点検・措置義務
違反による高速道路等における積載物転落

故障車両表示義務違反

特定大型車等の無資格運転
85・V・V・VI・V. I、118・1

有資格者同乗なき仮免許運転
87・II後段、118・I（6）

仮免許練習標識表示義務違反87・II:120・1（14）
免許の交付時に付された条件違反

II、1
・ I （15）

免許証（国際運転免許証を含む。）の不携
帯
95・1、 107の3前段、121・I

騒音運転等
71（5の3）

シートベルト装着義務違反

幼児用補助装置使用義務違反

71の4・I・II


